
SC1
必須 以下の中からあなたがお住まいのエリアをお答えください。

「⼤阪市域」

1.⼤阪市

「北部⼤阪地域」

2.豊中市

3.池⽥市

4.吹⽥市

5.⾼槻市

6.茨⽊市

7.箕⾯市

8.摂津市

9.島本町

10.豊能町

11.能勢町

「東部⼤阪地域」

12.守⼝市

13.枚⽅市

14.⼋尾市

15.寝屋川市

16.⼤東市

17.柏原市

18.⾨真市

19.東⼤阪市

20.四條畷市

21.交野市

「南部⼤阪地域」

22.堺市

23.岸和⽥市

24.泉⼤津市

25.⾙塚市

26.泉佐野市

27.富⽥林市

28.河内⻑野市

29.松原市

30.和泉市

31.⽻曳野市

32.⾼⽯市

33.藤井寺市

34.泉南市

35.⼤阪狭⼭市

36.阪南市

37.忠岡町

38.熊取町

39.⽥尻町

40.岬町

41.太⼦町

42.河南町

43.千早⾚阪村

44.その他

次へ次へ

SC2
必須 あなたのご職業をお教えください。

1.会社役員・団体役員

2.会社員（正規雇⽤）

3.会社員（派遣・契約など⾮正規雇⽤）

4.公務員・団体職員

5.パート・アルバイト

6.⾃営業・⾃由業

7.農林⽔産業

8.家内労働・在宅ワーカー

9.専業主婦（夫）

10.無職

11.学⽣

12.その他︓

次へ次へ

「部局運営方針」に関するアンケート

1



■はじめに、⼤阪府のイメージについてお伺いします。

Q1
必須

⼤阪府について、どのようなイメージをもっていますか。
次の各項⽬について、あてはまるものを⼀つずつ選んでください。

※この設問は、それぞれ横⽅向（→）にお答えください。

次へ次へ

1. 2. 3. 4. 5.
そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

1.都会である

2.住みやすい

3.料理がおいしい

4.⼭や川などの⾃然が豊富

5.物価が安い

6.エンターテイメントが充実している

7.まちがきれい

1. 2. 3. 4. 5.
そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

8.⼈々が親切であたたかい

9.お笑い⽂化のまち

10.教育環境が充実している

11.⼦育てしやすい

12.⽂化・伝統がある

13.研究機関が集積している

14.国際⾊が豊かである
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Q2
必須 あなたは、⼤阪府に住み続けたいと思いますか。

1.そう思う

2.どちらかといえばそう思う

3.どちらともいえない

4.どちらかといえばそう思わない

5.そう思わない

次へ次へ

Q3
必須

あなたは、地域の遊び場づくりや、緑化、美化、福祉活動など、まちづくりのための活動に参加し
たいと思いますか。

1.そう思う

2.どちらかといえばそう思う

3.どちらともいえない

4.どちらかといえばそう思わない

5.そう思わない

次へ次へ

Q4
必須 あなたは、⼤阪府は災害への備えや対応がなされ、安⼼して暮らせるまちだと思いますか。

1.はい

2.いいえ

次へ次へ
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■次に、男⼥の「仕事」「家庭」「地域活動」の関わり⽅についてお伺いします。

Q5
必須

あなたの経験に照らし、次のことがらについて、あなたの考えに最も近いものを⼀つ選択してくだ
さい。

※この設問は、それぞれ横⽅向（→）にお答えください。

次へ次へ

Q6
必須

⼤阪府では、「⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律（⼥性活躍推進法）」に基づき、
企業経営者・管理職の意識啓発を推進しています。
あなたは、この法律について知っていますか。

1.知っている

2.聞いたことはあるが、内容は知らない

3.聞いたことがなく、内容を知らない

次へ次へ

Q7
必須

⼤阪府では、男性も⼥性もその能⼒を⼗分発揮できるような職場環境の整備を進めるため、「仕事
と⽣活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」を推進しています。
あなたは、「仕事と⽣活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」について知っていますか。

1.知っている

2.聞いたことはあるが、内容は知らない

3.聞いたことがなく、内容を知らない

次へ次へ

1. 2. 3. 4. 5.
そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い
・
判
断
で
き
る
経
験
が
な
い

1.以前に⽐べて、社会で⼥性が活躍しやすくなっている

2.以前に⽐べて、男⼥とも働き続けやすいまちになっている

3.男性の⼦育てへの参画が以前より進んでいる

4.男性の介護への参画が以前より進んでいる

5.地域活動が以前より活性化している

4



■次に、配偶者暴⼒についてお伺いします。

Q8
必須

あなたは、次のようなことが夫婦（⽣活の本拠を共にする交際相⼿を含む）間で⾏われた場合、そ
れを暴⼒だと思いますか。
あなたの考えに最も近いものを⼀つ選択してください。

※この設問は、それぞれ横⽅向（→）にお答えください。

次へ次へ

1. 2. 3.
常
に
暴
⼒
だ
と
思
う

時
と
場
合
に
よ
っ
て
は
暴
⼒
だ
と
思
う

暴
⼒
だ
と
思
わ
な
い

夫婦間（⽣活の・拠を共にする交際相⼿を含む）で以下のことが⾏われた場合

1.平⼿でうつ

2.なぐるふりをして、おどす

3.なぐる、ける

4.家具などの物にあたる、壊す

5.望まないのに性的な⾏為を強要する

6.無理⽮理ポルノ画像などを⾒せる

1. 2. 3.
常
に
暴
⼒
だ
と
思
う

時
と
場
合
に
よ
っ
て
は
暴
⼒
だ
と
思
う

暴
⼒
だ
と
思
わ
な
い

7.何を⾔っても無視し続ける

8.暴⾔をはいたり、ばかにしたり、⾒下したりする

9.⾃由にお⾦を使わせない、必要な⽣活費を渡さない、借⾦を強要する

10.友達や⾝内とのメールや電話をチェックしたり、つきあいを制限したりする

11.本⼈の許可なく性的な写真や動画などを⼀般に公開する

12.⼦どもに危害を加えたり、⼦どもを取り上げようとする、⼜は⼦どもの前で暴⼒をふるう
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Q9
必須

⼤阪府では、「配偶者からの暴⼒の防⽌及び被害者の保護等に関する法律（DV防⽌法）」に基づ
き、被害者からの相談に乗ったり、必要な⽀援を⾏っています。
あなたはこの法律について知っていますか。

1.知っている

2.聞いたことはあるが、内容は知らない

3.聞いたことがなく、内容を知らない

次へ次へ

Q10
必須

都道府県や⼀部の市町村では、配偶者からの⾝体的・精神的暴⼒の防⽌や、被害者の保護を⽬的
に、相談や各種情報提供などを⾏う「配偶者暴⼒相談⽀援センター 」を各所に設置していま
す。
あなたは、「配偶者暴⼒相談⽀援センター」についてどの程度ご存知ですか。

※⼤阪府内では⼤阪府⼥性相談センター（⼤阪市中央区）、⼤阪府⼦ども家庭センター（府内6箇所）、⼤阪市、堺市、吹
⽥市、枚⽅市、茨⽊市、豊中市の各所に「配偶者暴⼒相談⽀援センター」の機能があります。
（令和2年1⽉現在）

1.よく知っている

2.よくは知らないが、名称は聞いたことがある

3.名称は知らないが、配偶者からの暴⼒の相談、情報提供などを⾏う施設等があることは知っている

4.知らない

次へ次へ

※
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■次に、児童虐待の防⽌についてお伺いします。

「児童虐待の防⽌等に関する法律」では、18歳未満の者を児童とし、保護者が児童に対し
て⾏う主に次のような⾏為を「児童虐待」と定義しています。
・⾝体への暴⾏
・児童へのわいせつ⾏為と、わいせつ⾏為をさせること
・⼼⾝の正常な発達を妨げる減⾷・⻑時間の放置
・著しい暴⾔・拒絶的反応・配偶者への暴⼒を⾒せるなど著しい⼼理的外傷を与える⾔動
を⾏うこと
・保護者以外の同居⼈による前記の⾏為と同様の⾏為を放置すること など

Q11
必須

児童虐待等の連絡先として平成27年7⽉より、児童相談所全国共通ダイヤルが「189」（いちは
やく）という3桁の番号になり、令和元年12⽉に、「児童相談所虐待対応ダイヤル」へ名称が変
更されました。
あなたはこの3桁の番号を知っていましたか。

1.虐待対応ダイヤルがあることも、それが「189」であることも知っていた

2.虐待対応ダイヤルがあることは知っていたが、それが「189」であることは知らなかった

3.虐待対応ダイヤルがあることも、それが「189」であることも知らなかった

次へ次へ

Q12
必須

■前問で「{Q11 回答(⽂)}」と答えた⽅にお伺いします■

「虐待対応ダイヤル」について、あなたが⾒聞きしたことがあるものを、すべて選んでくださ
い。
（いくつでも）

1.知事や市町村⻑が着⽤している児童虐待防⽌オレンジジャンパー

2.オレンジリボンキャンペーン

3.児童虐待に関するリーフレット・ポスター

4.⼤阪府や市町村の広報誌

5.⼤阪府や市町村のホームページ

6.⼤阪府や市町村以外のインターネット（SNS含む）

7.テレビ、ラジオ

8.新聞、雑誌

9.友⼈・知⼈からの⼝コミ

10.その他︓

11.わからない／覚えていない

※「オレンジリボンキャンペーン」とは、児童虐待防⽌に対する意識を⾼めるため、11⽉の児童虐待防⽌⽉間を中⼼として全国で
⾏われる、広報啓発活動等の取組みです。
⼤阪府では、ガンバ⼤阪の試合での啓発イベントや、⼤阪駅構内などでの街頭キャンペーンなどを⾏いました。

次へ次へ

※
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Q13
必須

児童虐待を受けたと思われる児童を⾒つけた⼈は、「児童虐待の防⽌等に関する法律」に基づ
き、速やかに福祉事務所⼜は児童相談所等に通告しなければならない義務があります。
あなたは、このことを知っていましたか。

1.知っていた

2.知らなかった

次へ次へ

■次に、障がいに対する理解についてお伺いします。

Q14
必須

平成28年4⽉に障害者差別解消法が施⾏され、「不当な差別的取扱い」及び「合理的配慮の不提
供」を差別と規定し、⾏政機関及び事業者に対し、差別の解消に向けた具体的な取組みを求めて
います。
あなたは、障害者差別解消法を知っていますか。

1.法の内容を含め知っている

2.法の内容は知らないが、法があることは知っている

3.知らない

次へ次へ

Q15
必須

障がいのある⼈が、ない⼈と同じように⽣活できるようにするためには、例えば、段差がある場
合に、⾞いすの⽅にキャスター上げの補助をする、筆談、読み上げ等で情報を提供したりするな
どの様々な配慮や⼯夫（合理的配慮）が必要です。
あなたは、過⼤な負担となる場合を除き、例のような配慮や⼯夫を⾏わないことは、「障がいを
理由とする差別」にあたると思いますか。

1.差別にあたると思う

2.どちらかといえば差別にあたると思う

3.どちらかといえば差別にあたると思わない

4.差別にあたると思わない

5.どちらともいえない

次へ次へ
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Q16
必須

内部障がいのある⽅や妊娠初期の⽅など、外⾒からはわからない援助や配慮を必要としている
⽅々が、周囲の⽅にそれを知らせる「ヘルプマーク」について、⼤阪府及び市区町村では平成29
年6⽉から配布を開始しました。 
あなたはこの「ヘルプマーク」を知っていますか。

http://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/helpmark/index.html

※［画像を拡⼤］をクリックしていただくと拡⼤してご覧いただけます。

1.マークも意味も知っている

2.マークを⾒たり聞いたりしたことはあるが、意味は知らない

3.知らない

次へ次へ

Q17
必須

■前問で「{Q16 回答(⽂)}」と回答された⽅にお伺いします■

あなたは、このヘルプマークについて、何で知りましたか。
次の中からあてはまるものをすべて選択してください。
（いくつでも）

1.街中で付けている⼈をみかけた

2.府政だより

3.公共交通機関内（ポスター、ステッカーなど）

4.ポスター、チラシなど（公共交通機関を除く）

5.⼤阪府のホームページ

6.テレビや新聞、ラジオなど

7.Twitter

8.Facebook

9.その他インターネットやSNS

10.周囲の⼈から教えてもらった

11.その他︓

12.わからない、覚えていない

次へ次へ

[画像を拡⼤]

9
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■次に、お住いの地域の治安について、お伺いします。

Q18
必須 あなたは、あなたがお住まいの地域の治安はよいと思いますか。

1.そう思う

2.どちらかといえばそう思う

3.どちらともいえない

4.どちらかといえばそう思わない

5.そう思わない

次へ次へ
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Q19
必須

■前問で「{Q18 回答(⽂)}」と回答された⽅にお伺いします■

その理由は何ですか。
次の中からあてはまるものをすべて選択してください。
（犯罪発⽣状況関連）
（いくつでも）

1.⾞上ねらい、⾃転⾞盗などの⾝近な犯罪をよく⾒聞きするから

2.⼦どもや⼥性、⾼齢者などの社会的弱者を狙った犯罪をよく⾒聞きするから

3.新聞やテレビ、インターネット等のニュースで住んでいる地域の事件をよく⾒聞きするから

4.警察や役所、学校等から、メールで犯罪発⽣や不審者情報がよく送られてくるから

5.⾃分や家族、知⼈などの⾝近な⼈が犯罪被害にあった⼜はあいそうになったから

6.暴⼒団や半グレ等の反社会的勢⼒の犯罪をよく⾒聞きするから

7.その他︓

8.犯罪の発⽣状況については特に何も思わない

9.わからない

次へ次へ
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Q20
必須

■先ほどの質問で「{Q18 回答(⽂)}」と回答された⽅にお伺いします■

その理由は何ですか。
次の中からあてはまるものをすべて選択してください。
（住環境関連）
（いくつでも）

1.社会のルールやマナーを守らない⼈をよく⾒かけるから

2.隣近所を知らないなど、地域社会の⼈間関係が希薄だから

3.壁の落書きやごみの散乱などの迷惑⾏為をよく⾒かけるから

4.⼈気（ひとけ）のないところや暗がりの場所が多いから

5.防犯カメラ設置などの犯罪予防対策が不⼗分だから

6.不審者をよく⾒かけるから

7.繁華街など⼈が多く集まる場所に近いから

8.その他︓

9.住んでいる地域の住環境等については特に何も思わない

10.わからない

次へ次へ

■次に、⻘少年の⾮⾏について、お伺いします。

Q21
必須

あなたの住んでいる地域において、最近、タバコを吸ったり、店舗の前などでたむろして他⼈に
迷惑をかけたり、深夜はいかいなどの不良⾏為をしている少年を⾒かけたことがありますか。

1.よくある

2.たまにある

3.あまりない

4.まったくない

次へ次へ
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Q22
必須 前問にあるような不良⾏為をする少年を⾒かける頻度は、2〜3年前と⽐較してどうですか。

1.増えた

2.どちらかといえば増えた

3.どちらともいえない

4.どちらかといえば減った

5.減った

次へ次へ

■次に、健康意識についてお伺いします。

Q23
必須 あなたは、ふだん健康だと感じていますか。

1.⾮常に健康だと思う

2.健康な⽅だと思う

3.あまり健康ではない

4.健康ではない

次へ次へ

Q24
必須 あなたは、健康に関⼼がありますか。

1.関⼼がある

2.どちらかといえば関⼼がある

3.どちらかといえば関⼼がない

4.関⼼がない

次へ次へ
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⼤阪府では、若い世代から働く世代、⾼齢者まで、幅広い府⺠が⽣涯にわたって主体的な
健康づくりに取り組んでもらえるよう、『健活10〈ケンカツ テン〉』のキャッチコピーと
ロゴマークを掲げ、さまざまな健康づくり事業を実施・推進しています。
「健活10〈ケンカツ テン〉」とは、⽣活習慣の改善や⽣活習慣病の予防に向け、府⺠の皆
さんに取り組んでいただきたい「10の健康づくり活動」のことです。
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/kenkatsu10/

Q25
必須

あなたは「健活10〈ケンカツ テン〉」を知っていましたか。 

※［画像を拡⼤］をクリックしていただくと拡⼤してご覧いただけます。

1.⾔葉を聞いたことがあり、内容も知っている

2.⾔葉を聞いたことはあるが、内容はあまり知らない

3.⾔葉を聞いたことはない

次へ次へ

Q26
必須

■前問で「{Q25 回答(⽂)}」と答えた⽅にお伺いします■

あなたは、どこで「健活10〈ケンカツ テン〉」について知りましたか。 
（いくつでも）

1.府政だより

2.テレビ、新聞、雑誌、ラジオ

3.交通広告（中吊りポスター、動画等）

4.パンフレット、チラシ、ポスター（交通広告を除く）

5.⼤阪府の健康アプリ「アスマイル」

6.⼤阪府のホームページ

7.「健活10〈ケンカツ テン〉」ポータルページ

8.⼤阪府チャンネル（インターネットテレビ）

9.Twitter

10.Facebook

11.その他インターネットやSNS

12.メールマガジン

13.イベント・セミナー等

14.友⼈、知⼈

15.その他︓

16.わからない／覚えていない

次へ次へ

[画像を拡⼤]
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http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/kenkatsu10/
https://enq.internet-research.jp/preview/list/imgview/3/129677/10/824/288/?ts=1606987463



